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保育料（利用者負担額）の算定について

認定こども園及び保育園は、国・県・市の負担金と保護者等からご負担いただく保育料に

よって運営されています。つまり、保育料として、運営費（人件費、事業費、管理費、給食

材料費等）の一部をご負担いただくことになります。

また、保育料は、保護者等の市町村民税（住民税）の課税額に応じた負担（応能負担）が

基本となり、国で定める基準を上限として市が決定します。

１．保育料の決定

・児童の満年齢（当年度４月１日現在）と保育必要量（保育標準時間、保育短時間）、保護者等の市

町村民税額に応じて決まります。

・保育料は毎年９月に切り替えとなります。

・住宅借入等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除等の税額控除があ

る場合は、控除前の市町村民税額が算定の基準になります。

・年少扶養（16 歳未満の子ども）がついている場合は、年少扶養の数×22,800 円を控除し

た額で保育料を決定します。控除方法は、父母それぞれの所得割額から、各年少扶養を

控除した後に合算して算定します。

２．課税額算定対象者

・保育料はその児童と同一世帯で、生計を一つにしている父母、またそれ以外の扶養義務者（家計

の主宰者である場合）の市町村民税額の合計額で算定します。

・父母共に非課税で、かつ父母どちらも所得が 38 万円以下である場合は、同居の扶養義務者（祖

父母等）の市町村民税額で算定することがあります。
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前年度の市町村民税額により決定 当年度の市町村民税額により決定
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３．保育料を算定するための「市町村民税額」の確認方法

（１）【所得・課税証明証】をお持ちの場合

（２）【給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書】をお持ちの場合

①所得割額

③年少扶養

②均等割額

①所得割額

②均等割額

③年少扶養

【保育料の試算方法】

・「所得割額」が記載されている方：①所得割額 －（③年少扶養×22,800）＝ 保育料を算定する額

・「均等割額」のみ記載されている方：②均等割額 ＝ 保育料を算定する額

※住宅借入等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除等の税額控除がある場合は、

控除前の市町村民税額で算定します。


